
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　 基板および前記 上に成長した

半導体多層膜よりなり、
、前記

の表面は（１０－１２）面である、半導体 結晶。
【請求項２】
　 基板の表面が（１０－１２）面から＜１－２１０＞方向に±１０度以内の
角度範囲内で傾斜している、請求項１に記載の半導体 結晶。
【請求項３】
　請求項 に記載の半導体 結晶で構成されている、発光素子。
【請求項４】
　 基板を、（０００１）面から＜１０－１０＞方向に５５度の角度に傾斜し
てなる（１０－１２）面を中心に、４５度から６５度の角度でスライスする工程と、
　燐酸あるいは硫酸を含む溶液でスライス後の前記 基板表面をエッチングす
る工程と、
　前記 基板 表面に気相成長法により 半導体
多層膜を成長する工程とを有 、

方法。
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窒化ガリウム 窒化ガリウム基板 （１０－１２）面を主面と
する 前記半導体多層膜はガリウム、アルミニウム及びインジウム
のうちの少なくとも１つを III 族元素とする III-Ｖ族窒化物半導体結晶よりなり 窒
化ガリウム基板 多層膜

窒化ガリウム
多層膜

１または２ 多層膜

窒化ガリウム

窒化ガリウム

窒化ガリウム の （１０－１２）面を主面とする
し

　前記半導体多層膜はガリウム、アルミニウム及びインジウムのうちの少なくとも１つを
III 族元素とする III-Ｖ族窒化物半導体結晶よりなる、半導体多層膜結晶の製造



【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、ウルツ鉱型の結晶構造を持つ

に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のウルツ鉱型の結晶構造を持つ半導体基板（以下、ウルツァイト型基板と略称する。
）の製造方法には、以下のようなものが知られている。
【０００３】
まず、サファイア（Ａｌ 2Ｏ 3）からなる基板上に、窒化ガリウム（ＧａＮ）からなる結晶
層を形成する構成が報告されている（Ｓ．Ｎａｋａｍｕｒａ：Ｊ．Ｖａｃ．Ｓｃｉ．Ｔｅ
ｃｈｎｏｌ．Ａ，Ｖｏｌ．１３，Ｎｏ．３，Ｐ．７０５，Ｍａｙ／Ｊｕｎ　１９９５）（
以下、第１の従来例と呼ぶ）。この場合、図６（ａ）に示すように、窒化ガリウムからな
る結晶層の表面には、面方位の（０００１）面（＝ｃ面）が現われる。
【０００４】
一方、図６（ｂ）に示すように、主面の面方位が（０００１）面以外の面方位を持つ窒化
ガリウムからなる結晶層の成長方法が、特許第２７４３９０１号公報（以下、第２の従来
例と呼ぶ）に開示されている。該公報には、閃亜鉛鉱（ジンクブレンド）型の結晶構造を
持つ砒化ガリウム（ＧａＡｓ）からなる基板における、（００１）面を基準として傾斜角
が０°を越えて３５°未満である主面上に、窒化ガリウムからなる半導体結晶を成長させ
ることを記載している。なお、成長した窒化ガリウム結晶層の表面の面方位は教示されて
いない。
【０００５】
また、特開平１０－１９００５９号公報（以下、第３の従来例と呼ぶ）には、 III 族元素
の原料に塩化物を用いた気相成長法を用いて、主面の面方位が（１００）面の砒化ガリウ
ムからなる基板上、又は（１００）面から１５°以内で傾斜した主面を持つ傾斜基板上に
窒化ガリウム系半導体を成長すると、ｃ軸が砒化ガリウム基板の［１１１］方向に向いた
ウルツァイト型の良質な窒化ガリウム系半導体層が成長することを開示している。この窒
化ガリウム系半導体層のｃ軸は基板面に垂直な方向から５５°程度傾いており、そのへき
開面は基板面に垂直な（１１－２０）面であることを開示している。なお、ここでも、成
長した窒化ガリウム結晶層の表面の面方位は教示されていない。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前記第１の従来例は、サファイア基板上に成長した窒化ガリウム結晶層の
表面は（０００１）面であり、さらに六方柱状晶を含む構成となっている。すなわち、窒
化ガリウム結晶層は、実質的に多数のコラム型結晶の集合体となっている。その結果、柱
状晶の一部が各ｃ軸を中心に回転して格子欠陥を生じ、結晶性が劣化するという問題があ
る。また、各柱状晶ごとに結晶の成長速度が異なるため、平坦な表面を得ることができな
いという問題がある。
【０００７】
さらに、第１の従来例において、気相成長法により結晶成長を行なう場合には、結晶表面
がガリウム面となる。これは、閃亜鉛鉱型の砒化ガリウムにおいては（１１１）Ａ面に相
当する。一般に、砒化ガリウムの（１１１）Ａ面は結晶成長が困難であり、特に２次元成
長が困難である。また、（１１１）Ａ面にエッチングを行なったとしても、平坦なエッチ
ングがされにくいという問題がある。これは、エッチングレートが遅いため、エッチング
レートが速い他の面がエッチングされてしまい、その結果、エッチング面が凹凸状となる
ためである。これは、窒化ガリウムの（０００１）面に対してウエットエッチングを行な
った場合に、エッチピット付近が激しくエッチングされて凹凸状を呈することと良く符合
する。
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半導体多層膜結晶、およびそれを用いた発光素
子、ならびに当該半導体多層膜結晶の成長方法



【０００８】
一方、第３の従来例においては、砒化ガリウムからなる基板上に成長した窒化ガリウムは
格子定数の差による歪の影響により、ｃ軸の方向が５°程度傾き、さらには、六方柱状晶
も回転して、格子欠陥が導入される。従って、第３の従来例に係る成長方法は、窒化ガリ
ウムのｃ軸が基板面に垂直な方向から５５°傾いていても、種々の面方位の微結晶により
その表面が形成されてしまうという問題がある。
【０００９】
また、ウルツァイト型の単結晶体を形成する炭化珪素（ＳｉＣ）においても、その表面の
面方位には（０００１）面を用いている。
【００１０】
本発明は、前記従来の問題を解決し、基板主面の平坦性が向上し、特に柱状晶（コラム）
を含まないウルツァイト型基板を形成できるようにすることを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
前記の目的を達成するため、本発明は、ウルツァイト型基板の主面に、閃亜鉛鉱型結晶か
らなる基板の主面に通常用いられる（００１）面とほぼ等価な面である（１０－１２）面
を用いる構成とする。なお、本願明細書においては、結晶面を表わすミラー指数における
負符号”－”は該符号に続く一の指数の反転値を表わしている。
【００１２】
　具体的には、本発明に係る

【００１３】
　本発明の半導体基板によると、面方位が（０００１）面から晶帯軸の＜１０－１０＞方
向に約４５°～約６５°傾いた 面は、後述するように、砒化ガリウムのよ
うな閃亜鉛鉱型の結晶構造の（００１）面とほぼ等価な面となる。この（００１）面は、
六方柱状晶とならないため、結晶表面の平坦化を図ることができ、さらにはエッチング面
も平坦となる。
【００１４】
また、半導体基板を構成する２元素をＡＸとすると、基板面に第１の元素Ａのみが現わる
Ａ面、又は第２の元素Ｘのみが現われるＢ面のように、特定の極性を示す面方位が現われ
ないため、基板上に成長する結晶層の品質が良好となり、また、基板に対するエッチング
面の平坦化を図ることができる。
【００１６】
本発明の半導体基板において、主面の面方位が晶帯軸の＜１－２１０＞方向におよそ－１
０°～＋１０°の範囲で傾斜していることが好ましい。ウルツァイト型結晶構造の（１０
－１２）面は、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と完全には等価な結晶面とならないた
め、このように主面の面方位を晶帯軸の＜１－２１０＞方向におよそ－１０°～＋１０°
の範囲で傾斜させて調整を行なうと、基板を構成する結晶品質が向上する。
【００１８】
本発明の半導体基板において、半導体基板には柱状晶が存在しないことが好ましい。
【００２０】
　本発明に係る 基板を、（０００１）面か
ら＜１０－１０＞方向に５５度の角度に傾斜してなる（１０－１２）面を中心に、４５度
から６５度の角度でスライスする工程と、燐酸あるいは硫酸を含む溶液でスライス後の前
記 基板表面をエッチングする工程と、前記 基板 表面に気相成
長法により 半導体多層膜を成長する工程とを有 、
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半導体多層膜結晶は、窒化ガリウム基板および前記窒化ガリ
ウム基板上に成長した（１０－１２）面を主面とする半導体多層膜よりなり、前記半導体
多層膜はガリウム、アルミニウム及びインジウムのうちの少なくとも１つを III 族元素と
する III-Ｖ族窒化物半導体結晶よりなり、前記窒化ガリウム基板の表面は（１０－１２）
面である。

（１０－１２）

半導体多層膜結晶の製造方法は、窒化ガリウム

窒化ガリウム 窒化ガリウム の
（１０－１２）面を主面とする し 前記半

導体多層膜はガリウム、アルミニウム及びインジウムのうちの少なくとも１つを III 族元



。
【００２１】
本発明の半導体基板の製造方法によると、基板の主面の面方位を（０００１）面から晶帯
軸の＜１０－１０＞方向に約４５°～約６５°傾けて形成するため、本発明の半導体基板
を得ることができる。
【００３３】
　本発明
【００４７】
【発明の実施の形態】
（第１の実施形態）
本発明の第１の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００４８】
従来、図６（ａ）に示すように、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）のようなウルツァイト型
の結晶構造を持つウルツァイト型基板上に、 III-Ｖ族化合物半導体を結晶成長させる場合
に、面方位が（０００１）面となる主面を持つウルツァイト型基板を用いている。前述し
たように、（０００１）面を主面とするウルツァイト型基板上に成長した場合には、結晶
中に柱状晶を含むため、図６（ｂ）に示す閃亜鉛鉱型の結晶構造における（００１）面上
に結晶成長させる場合のような良好な結晶品質を得ることができない。
【００４９】
そこで、本願発明者らは、ウルツァイト型結晶構造について種々の検討を重ねた結果、以
下のような知見を得ている。
【００５０】
すなわち、図１に示すように、ウルツァイト型結晶構造における面方位の（１０－１２）
面は、図２に示す閃亜鉛鉱型の結晶構造における（００１）面とほぼ等価な面であるとい
う知見である。
【００５１】
従って、主面の面方位が、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面とほぼ等価な面である（１
０－１２）面を持つウルツァイト型基板の上に、ウルツァイト型の結晶構造の半導体結晶
を成長させると、閃亜鉛鉱型結晶構造を持つ砒化ガリウム（ＧａＡｓ）の場合と同様に、
平坦な表面を容易に且つ確実に得ることができる。
【００５２】
また、例えば、窒化ガリウムからなるウルツァイト型基板に対してエッチングを行なった
としても、その主面が閃亜鉛鉱型の（００１）面とほぼ等価な、特定の極性を有さない（
１０－１２）面であるため、燐酸又は硫酸を用いたウエットエッチングにより、平坦なエ
ッチング面を得ることができる。
【００５３】
図３はウルツァイト型結晶構造における（１０－１２）面が（０００１）面に対して傾斜
する傾斜角θと、傾斜する傾斜方向とを表わしている。図３に示すように、傾斜角θは５
５°であり、傾斜方向は＜１０－１０＞方向であることを確認している。
【００５４】
さらに、本願発明者らは、図３に示す（１０－１２）面を±１０°以内で傾斜させると結
晶表面の平坦性が向上し、±５°以内で傾斜させるとさらに好ましいという知見を得てい
る。
【００５５】
（１０－１２）面を±１０°以内で傾斜させる理由は、図４に示すように、閃亜鉛鉱型結
晶構造が有する面心立方格子の場合に存在するはずの原子Ｘが、ウルツァイト型結晶構造
が有する細密充填格子の場合には存在せず、代わりに原子Ｙの格子位置にずれて存在する
ためである。
【００５６】
このように、ＡＢＣＡＢＣというように、３層が規則的に積層する閃亜鉛鉱型結晶構造と
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素とする III-Ｖ族窒化物半導体結晶よりなる

に係る半導体多層膜結晶を用いた発光素子も本発明の趣旨に含まれる。



、ＡＢＡＢというように、２層が規則的に積層するウルツァイト型結晶構造の両者の本質
的な原子配置の違いにより、閃亜鉛鉱型結晶構造における（００１）面と、ウルツァイト
型結晶構造における（１０－１２）面とが完全に等価な面とはならない。
【００５７】
このため、ウルツァイト型結晶構造における、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と等価
な面は（１０－１２）面から±５°以内の範囲でずれることになる。従って、ウルツァイ
ト型基板において、その主面の面方位を（１０－１２）面から±５°以内で傾斜させると
、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と極めて近い面方位を持たせることができる。
【００５８】
なお、ウルツァイト型結晶構造における（１０－１２）面においては、閃亜鉛鉱型結晶構
造における＜１１０＞方向と等価な方向が＜１－２１０＞方向となるため、該＜１－２１
０＞方向に±１０°以内の方向で傾斜させてもよい。さらに、閃亜鉛鉱型結晶構造におけ
る＜１００＞方向と等価な＜３－３０－２＞方向に±１０°以内で傾斜させてもよい。
【００６１】
（ウルツァイト型基板の第１の製造方法）
以下、前記のように構成されたウルツァイト型基板の第１の製造方法について説明する。
【００６２】
まず、引き上げ方向を＜０００１＞（＝ｃ軸）方向とする、５ｍｍ角の種結晶を用意する
。この種結晶には格子欠陥が導入されておらず、また不純物がドープされていないアンド
ープの結晶片を用いる。
【００６３】
次に、約４万気圧で且つ温度が約２５００℃の窒素雰囲気で、窒化ガリウムを溶融し、用
意した種結晶を用いて窒化ガリウムからなる単結晶体をｃ軸方向に引き上げる。
【００６４】
次に、形成された結晶体から、（０００１）（＝ｃ）面から＜１０－１０＞方向に約４５
°～６５°の角度で、より好ましくは約５０°～６０°の角度でスライスすることにより
、（１０－１２）面又はその近傍面を主面とする窒化ガリウムからなるウエハを形成する
。
【００６５】
なお、ここで、晶帯軸の＜１０－１２＞方向を引き上げ方向とする種結晶を用いてもよい
。この場合には、（１０－１２）面を、引き上げ方向に対して垂直にスライスすることに
より、切り出すことが可能となるため、窒化ガリウムからなるウエハの大口径化を図るこ
とができる。
【００６６】
次に、形成されたウエハの表面を研磨によりほぼ鏡面状にして、その後、燐酸、硫酸又は
これらの混合溶液によりさらに平坦な鏡面状になるようにエッチングを行なう。
【００６７】
このように、第１の製造方法によると、窒化ガリウムからなる単結晶体を引き上げ法によ
り形成するため、単結晶体には、原理的に柱状晶が含まれることがない。さらに、ウルツ
ァイト型結晶構造を持つ単結晶体から、そのｃ面から＜１０－１０＞方向に約５５°の角
度でスライスして、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と極めて近い面方位に相当する（
１０－１２）面又はその近傍面を切り出してウエハ主面を形成する。このため、該ウエハ
の主面に対してウエットエッチングを行なったとしても、エッチング表面が凹凸状となる
ことはなく、鏡面状態を維持することができる。
【００６８】
なお、単結晶体の引き上げ時に、窒化ガリウムの溶融体中にアルミニウムを添加しておく
と、窒化アルミニウムガリウム（ＡｌＧａＮ）からなる単結晶体を引き上げることができ
る。また、アルミニウム（Ａｌ）及びボロン（Ｂ）を添加しておくことにより、窒化ボロ
ンアルミニウムガリウム（ＢＡｌＧａＮ）からなる単結晶体を引き上げることができる。
【００６９】
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（結晶成長方法）
さらに、第１の実施形態に係るウルツァイト型基板上に、 III-Ｖ族窒化物半導体結晶を成
長させる場合には、再度、燐酸、硫酸又はこれらの混合溶液により、ウエハ表面に対して
エッチング洗浄を行なって、表面を１０ｎｍ程度の厚さ分だけ除去することにより、ウエ
ハを清浄化する。
【００７０】
次に、例えば、エッチング清浄されたウルツァイト型基板を反応室に投入し、有機金属気
相成長（ＭＯＶＰＥ）法により、該ウルツァイト型基板をアンモニア雰囲気中で９００℃
程度にまで昇温する。
【００７１】
次に、基板温度を１０００℃程度にまで連続的に昇温し、例えば、ガリウム（Ｇａ）、ア
ルミニウム（Ａｌ）及びインジウム（Ｉｎ）のうちの少なくとも１つを III 族源とし、ア
ンモニア（ＮＨ 3  ）をＶ族源として III-Ｖ族窒化物半導体結晶を成長する。
【００７２】
ここで、成長する半導体結晶の導電型をｎ型とする場合には、珪素（Ｓｉ）、スズ（Ｓｎ
）、酸素（Ｏ）を不純物としてドーピングする。また、導電型をｐ型とする場合には、マ
グネシウム（Ｍｇ）、亜鉛（Ｚｎ）、ベリリウム（Ｂｅ）又はカルシウム（Ｃａ）を不純
物としてドーピングする。
【００７３】
（ウルツァイト型基板の第２の製造方法）
以下、第１の実施形態に係るウルツァイト型基板を炭化珪素により形成する場合の第２の
製造方法について説明する。
【００７４】
まず、引き上げ方向を＜０００１＞（＝ｃ軸）方向とする、５ｍｍ角の種結晶を用意する
。この種結晶には格子欠陥が導入されておらず、また不純物がドープされていないアンド
ープの結晶片を用いる。
【００７５】
次に、約１０万気圧で且つ温度が約３２００℃のシリコン雰囲気で、炭化珪素を溶融し、
用意した種結晶を用いて炭化珪素からなる単結晶体をｃ軸方向に引き上げる。
【００７６】
次に、形成された結晶体から、（０００１）面から＜１０－１０＞方向に約４５°～６５
°の角度で、より好ましくは約５０°～６０°の角度でスライスすることにより、（１０
－１２）面又はその近傍面を基板主面とする炭化珪素からなるウエハを形成する。
【００７７】
なお、ここでも、晶帯軸の＜１０－１２＞方向を引き上げ方向とする種結晶を用いてもよ
い。前述したように、この場合には、（１０－１２）面を、引き上げ方向に対して垂直に
スライスすることにより、切り出すことが可能となるので、炭化珪素からなるウエハの大
口径化を図ることができる。
【００７８】
次に、形成されたウエハの表面を研磨によりほぼ鏡面状にして、その後、フッ酸、硝酸又
はこれらの混合溶液によりさらに鏡面状にエッチングする。
【００７９】
このように、第２の製造方法によると、炭化珪素からなる単結晶体を引き上げ法により形
成するため、単結晶体には、原理的に柱状晶が含まれることがない。さらに、ウルツァイ
ト型結晶構造を持つ単結晶体から、そのｃ面から＜１０－１０＞方向に約５５°の角度で
スライスして、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と極めて近い面方位である（１０－１
２）面又はその近傍面を切り出してウエハ主面を形成する。このため、該ウエハの主面に
対してウエットエッチングを行なったとしても、エッチング表面が凹凸状となることはな
く、鏡面状態を維持することができる。
【００８０】
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（結晶成長方法）
形成した炭化珪素からなる半導体基板を、結晶成長前にフッ酸、硝酸又はこれらの混合溶
液により、ウエハ表面に対してエッチング洗浄を行なって、表面を１０ｎｍ程度の厚さ分
だけ除去することにより、ウエハを清浄化する。
【００８１】
次に、例えば、エッチング清浄された半導体基板を反応室に投入し、ＭＯＶＰＥ法により
、該ウルツァイト型基板をアンモニア雰囲気中で９００℃程度にまで昇温する。
【００８２】
次に、基板温度を１０００℃程度にまで連続的に昇温し、例えば、ガリウム、アルミニウ
ム及びインジウムのうちの少なくとも１つを III 族源とし、アンモニアをＶ族源として II
I-Ｖ族窒化物半導体結晶を成長する。
【００８３】
（第２の実施形態）
以下、本発明の第２の実施形態に係るウルツァイト型基板の製造方法について説明する。
【００８４】
まず、図６（ａ）に示すように、従来と同様に、昇華法又はＭＯＶＰＥ法等の気相成長法
を用いて、主面が（００１）面のサファイア基板上に、例えば窒化ガリウムからなり、表
面の面方位が（０００１）であり、少なくとも膜厚が５ｍｍ以上の第１の結晶層を成長す
る。
【００８５】
次に、図３に示すように、成長した第１の結晶層における（００１）面から＜１０－１０
＞方向に約５５°の角度で、閃亜鉛鉱型結晶構造の（００１）面と極めて近い面方位であ
る（１０－１２）面又はこの面に対して±１０°以内の面が主面となるようにスライスす
る。
【００８６】
次に、形成した主面上に気相成長法により、厚さが約２μｍの窒化ガリウムからなる第２
の結晶層を成長して、主面が（１０－１２）面又はこれに近い面方位を持つウルツァイト
型基板を形成する。
【００８７】
なお、第２の実施形態の場合には、第１の結晶層中に六方晶の回転が存在しているため、
柱状晶を完全になくすことはできない。
【００８８】
（第３の実施形態）
以下、本発明の第３の実施形態について図面を参照しながら説明する。
【００８９】
図５（ａ）～図５（ｃ）は本発明の第３の実施形態に係る半導体レーザ素子であって、（
ａ）は半導体レーザ素子を形成する半導体基板の主面の面方位を表わす結晶格子を表わし
、（ｂ）は半導体レーザ素子における共振器の形成方向を表わし、（ｃ）は半導体レーザ
素子における共振器の他の形成方向を表わしている。
【００９０】
まず、従来の共振器の形成方向を説明する。
【００９１】
図７（ａ）に示すように、従来は、主面の面方位が（０００１）面であるウルツァイト型
基板上に、レーザ発振用の共振器を形成しているため、共振器における共振方向（レーザ
発振方向）、いわゆるストライプ方向は、符号５１が示す＜１１－２０＞方向、又は符号
５２が示す＜１－１００＞方向である。
【００９２】
一方、図７（ｂ）に示す閃亜鉛鉱型の結晶構造を持つ半導体基板の場合には、前述したよ
うに、その主面の面方位は、一般に（００１）面であり、ストライプ方向は、符号５３が
示す＜１１０＞方向、又は符号５４が示す＜１－１０＞方向である。
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【００９３】
このことから、半導体レーザ素子を、面方位が（１０－１２）面であるウルツァイト型基
板上に形成する場合には、図５（ｂ）に示すように、符号１１が示す＜１－２１０＞方向
、又は図５（ｃ）に示すように、符号１２が示す＜２－１－１－２＞方向を選択すること
が好ましいことが分かる。
【００９４】
このように、共振器端面に（１－２１０）面又は（２－１－１－２）面を持つ共振器構造
を形成すると、対向する端面同士のへき開面が互いに平行で且つ平坦となる共振器として
確実に機能する。
【００９５】
これにより、共振器構造の加工性が良好となる上に、発光効率が向上して、長期信頼性を
得られるようになる。
【００９６】
以下、第３の実施形態に係る半導体レーザ素子の製造方法について説明する。
【００９７】
まず、第１の実施形態又は第２の実施形態に係る製造方法により得られた半導体基板、す
なわち、主面の面方位が（１０－１２）面又は該（１０－１２）面から＜１０－１０＞方
向に±１０°以内で傾斜させた窒化ガリウムからなるウルツァイト型基板を用意する。
【００９８】
次に、燐酸、硫酸又はこれらの混合溶液により、基板の主面に対してエッチング洗浄を行
なって、該主面を１０ｎｍ程度の厚さ分だけ除去することにより、ウルツァイト型基板の
主面を清浄化する。
【００９９】
次に、例えば、有機金属気相成長（ＭＯＶＰＥ）法により、エッチング清浄されたウルツ
ァイト型基板を反応室に投入し、該基板をアンモニア雰囲気中で９００℃程度にまで昇温
する。その後、基板温度を１０００℃程度にまで昇温し、例えば、 III 族源であるテトラ
メチルガリウム（ＴＭＧ）及びテトラメチルアルミニウム（ＴＭＡ）と、Ｖ族源であるア
ンモニア（ＮＨ 3  ）と、ｎ型ドーパントの珪素を含むシランガスとを反応室に導入して、
ウルツァイト型基板の主面上に、ｎ型ＡｌＧａＮからなる第１のクラッド層を成長する。
【０１００】
次に、ＴＭＡの導入を中止して、第１のクラッド層の上に、ｎ型ＧａＮからなる第１の光
ガイド層を成長する。
【０１０１】
次に、シランガスの導入を中止し、代わりにトリメチルインジウム（ＴＭＩ）を導入する
ことにより、第１の光ガイド層の上にＩｎＧａＮからなる量子井戸活性層を成長する。
【０１０２】
次に、ＴＭＩの代わりにＴＭＡを導入し、さらに、ｐ型ドーパントのマグネシウムを含む
ビスシクロペンタジエニルマグネシウム（Ｃｐ 2  Ｍｇ）を導入して、量子井戸活性層の上
にｐ型ＡｌＧａＮからなるキャップ層を成長する。
【０１０３】
次に、ＴＭＡの導入を中止して、キャップ層の上にｐ型ＧａＮからなる第２の光ガイド層
を成長する。
【０１０４】
次に、ＴＭＡの導入を再開して、第２の光ガイド層の上にｐ型ＡｌＧａＮからなる第２の
クラッド層を成長する。その後、ＴＭＡの導入を再度中止して、ｐ型ＧａＮからなるコン
タクト層を成長する。
【０１０５】
次に、蒸着法等により、ｐ型コンタクト層の全面に、ニッケル（Ｎｉ）、白金（Ｐｔ）及
びＡｕ（金）からなる導体膜を順次堆積して第１の積層導体膜を形成する。その後、リソ
グラフィ法により、レーザ光の共振方向が＜１－２１０＞方向又は＜２－１－１－２＞方
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向となるストライプパターンを持つレジストマスクを形成する。続いて、形成したレジス
トマスクを用いて、第１の積層導体膜、コンタクト層、第２のクラッド層及び第２の光ガ
イド層に対して順次ドライエッチングを行なって、上面に第１の積層導体膜からなるｐ側
電極を有する共振器構造を形成する。その後、燐酸又は硫酸を用いて、ドライエッチング
により露出したダメージ層をエッチング除去する。
【０１０６】
次に、蒸着法等により、ウルツァイト型基板における主面と反対側の面上に、アルミニウ
ム（Ａｌ）、チタン（Ｔｉ）及び金（Ａｕ）からなる第２の積層導体膜を形成してｎ側電
極を形成する。
【０１０７】
次に、ウルツァイト型基板を、共振器長が３００μｍ～１ｍｍ程度で、且つへき開面が（
１－２１０）面又は（２－１－１－２）面となるようにへき開して、半導体レーザ素子を
得る。
【０１０８】
なお、インジウムを含む量子井戸活性層の成長時には、基板温度を１０００℃よりも低い
、例えば８００℃程度としてもよい。
【０１０９】
また、ｐ型ＡｌＧａＮからなる第２のクラッド層を設けず、且つストライプ状の共振器を
有さない構造とすることにより、発光ダイオード素子とすることもできる。
【０１１０】
また、半導体装置は発光素子に限られず、受光素子であっても良く、また、例えば、電界
効果トランジスタ（ＦＥＴ）又はヘテロ接合バイポーラトランジスタ（ＨＢＴ）のような
能動素子であっても良い。このような能動素子の場合には、リーク電流の低減に極めて大
きい効果がある。
【０１１２】
【発明の効果】
本発明に係るウルツ鉱型の結晶構造を持つ半導体基板によると、面方位が（０００１）面
から晶帯軸の＜１０－１０＞方向に約４５°～約６５°傾いた面を主面に持つため、閃亜
鉛鉱型の結晶構造の（００１）面とほぼ等価な面となる。この（００１）面とほぼ等価な
面は、六方柱状晶とならないため、結晶表面の平坦化を図ることができ、さらにはエッチ
ング面も平坦となる。
【０１１３】
また、本発明に係る半導体装置は、本発明の表面の平坦化に優れる半導体基板上に形成さ
れているため、電気的又は光学的に優れた特性を持たせることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る半導体基板のウルツァイト型の結晶構造であって
、基板の主面である（１０－１２）面を表わす模式図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る半導体基板と等価な主面を持つ閃亜鉛鉱型の結晶
構造であって、基板の主面である（００１）面を表わす模式図である。
【図３】本発明の第１の実施形態に係る半導体基板のウルツァイト型の結晶構造であって
、（１０－１２）面の（０００１）からの傾斜方向及び傾斜角度等価な面を表わす模式図
である。
【図４】本発明の第１の実施形態に係る半導体基板のウルツァイト型の結晶構造であって
、（１０－１２）面と等価な面を表わす模式図である。
【図５】本発明の第３の実施形態に係る半導体レーザ素子を示し、（ａ）は半導体基板の
ウルツァイト型の結晶構造とその主面の面方位を表わす模式図であり、（ｂ）は半導体レ
ーザ素子の共振器における第１のストライプ方向を表わす模式図であり、（ｃ）は半導体
レーザ素子の共振器における第２のストライプ方向を表わす模式図である。
【図６】（ａ）は従来のウルツァイト型基板の結晶構造とその基板の主面である（０００
１）面を表わす模式図である。
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（ｂ）は従来の閃亜鉛鉱型基板の結晶構造とその基板の主面である（００１）面を表わす
模式図である。
【図７】（ａ）は従来のウルツァイト型基板の結晶構造とその基板の主面である（０００
１）面上に形成される共振器のストライプ方向を表わす模式図である。
（ｂ）は従来の閃亜鉛鉱型基板の結晶構造とその基板の主面である（００１）面上に形成
される共振器のストライプ方向を表わす模式図である。
【符号の説明】
１１　　共振器
１２　　共振器

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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